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平成２８年（健）第４９４号

平成２９年６月３０日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下

「法」という。）による療養費の支給を求め

るということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、頸腕症候群（以下「当該傷

病」という。）の療養のため、平成○年

○月○日から同月○日までの期間のうち

８日（以下「請求期間Ａ」という。）、同

年○月○日から同月○日までの期間のう

ち２０日（以下「請求期間Ｂ」という。）

同年○月○日から同月○日までの期間の

うち２０日（以下「請求期間Ｃ」という。）、

同年○月○日から同月○日までの期間の

うち１７日（以下「請求期間Ｄ」という。）、

平成○年○月○日から同月○日までの期

間のうち１０日（以下「請求期間Ｅ」と

いい、請求期間Ａないし請求期間Ｅを併

せていうとき「本件請求期間」という。）

において、はり・きゅうの施術を受けた

として、平成○年○月○日（受付）、○

○健康保険組合（以下「本件保険組合」

という。）に対し、療養費の支給を申請

した。

２　本件保険組合は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「貴殿より療養費（は

り・きゅう）支給申請書の提出がありま

したが、申請内容を審査するにあたり、

貴殿に施術に関しての内容を照会したと

ころ、傷病名「頸腕症候群」について、

はり・きゅうの施術を受けるまで医療機

関（整形外科等）で治療を受けられてい

ないとの回答がありました。健康保険に

おいて、はり・きゅうの施術を受けられ

た場合に療養費が支給されるのは、慢性

病であって医師による適当な治療手段が

ないものとされており、整形外科医等の

医療機関の医師が医学的な見地からは

り・きゅうの施術を受けることを認めて

同意をしたものに限られます。したがっ

て、医療機関での治療を受けずにはり・

きゅうの施術を受けられた場合や医療機

関での治療と並行してはり・きゅうの施

術を受けられる場合は、健康保険の対象

外となります。よって、ご申請のはり・

きゅうについての療養費は支給いたし

かねますのでご了承願います。」として、

本件請求期間に係る療養費を支給しない

旨の処分（以下「原処分」という。）を

した。

３　請求人は、原処分を不服とし、○○厚

生局社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査請求をし

た。

第３　問題点

１　法による現金給付としての療養費の支

給については、法第８７条第１項に、(1)

療養の給付等を行うことが困難であると

認めるとき、(2) 被保険者が保険医療機

関等以外の病院、診療所、薬局その他の

者から診療、薬剤の支給若しくは手当を

受けた場合において、保険者がやむを得

ないものと認めるときは、療養の給付等

に代えて、療養費を支給することができ

ると定められている。

２　本件の場合、請求人のはり・きゅうの

施術に係る請求について、本件保険組合

が、法第８７条の規定による療養費の支

給要件に該当しないとして、原処分をし

たことに対し、請求人は、これを不服と

しているのであるから、本件の問題点は、

原処分が、法第８７条第１項に照らして

妥当なものと認められないかどうかであ

る。

第４　審査資料

（略）

第５　事実の認定及び判断

１　審査資料によれば、次の事実が認めら

れる。

（略）

２　前記認定の事実に基づき、本件の問題
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点を検討し、判断する。

(1)　はり・きゅう施術に係る法第８７

条の規定による療養費の支給につい

ては、「はり、きゅう及びマッサージ

の施術に関する療養費の取扱いにつ

いて」（昭和４２年９月１８日保発第

３２号厚生省保険局長通知）及び「は

り師、きゅう師及びあん摩・マッサー

ジ・指圧師の施術に係る療養費の支

給の留意事項について」（平成１６年

１０月１日保医発第１００１００２号

厚生労働省保険局医療課長通知）（以

下、併せて「本件通知」という。）が

発出されており、保険者は、これによ

り取り扱うこととしている。

本件通知によれば、はり・きゅうの

施術に係る療養費の支給対象となる疾

病は、慢性病であって医師による適当

な治療手段のないものとされており、

主として神経痛・リウマチなどであっ

て類症疾患については、これら疾病と

同一範ちゅうと認められる疾病（頸腕

症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫

後遺症等）の慢性的な疼痛を主症とす

る疾患に限り支給対象とされている。

そして、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、

五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症につ

いて、保険医より同意書の交付を受け

て施術を受けた場合は、医師による適

当な治療手段のないものとして、療養

費の支給対象として差し支えないとさ

れている。

また、同意書は、医師の医学的所見、

症状経緯等から判断して発行されるも

のであり、同意書発行の趣旨を勘案し

判断を行うこと（なお、保険者が同意

医師に対して行う照会等は、必要に応

じて行われるべきものであること）と

され、同意を求める医師は、やむを得

ない事由がある場合を除き、原則とし

て当該疾病に係る主治の医師とするこ

ととされている。

なお、医師の同意書は、療養費支給

申請の都度添付することを原則として

おり、同意書に加療期間の記載がある

ときは、その期間内における２回目以

降の請求にあっては、その添付を省略

できるが、初療の日から３か月を経過

した時点において、更に施術を受ける

場合は、改めて医師の同意を得て、所

定の事項（同意記録）を支給申請書に

記載すれば同意書の添付は必ずしも要

しないこととされており、また、はり・

きゅう施術者が患者に代わり医師の同

意を確認し、所定の事項（同意記録）

を支給申請書に記載してもよい（この

場合、施術記録等の記録が必要）とさ

れている。

加えて、療養費は、同一疾病に係る

療養の給付（診察・検査及び療養費同

意書交付を除く。）との併用は認めら

れないこととされている。

本件通知の以上の内容は、相当かつ

合理的な基準として是認することがで

きる。

(2)　本件についてみるに、請求人は、

当該傷病について医師の同意を受けて

はり・きゅうの施術を受けているが、

その期間及び実日数からかんがみる

と、請求人の当該傷病の症状は、頻回

かつ継続した施術が必要な程度のもの

であったと認められ、そのような症状

に対する治療を受けるために請求人は

平成○年○月に医療機関を受診したと

考え得るところ、受診した医療機関で

は、初診であるにもかかわらず、当該

傷病の治療に向けてその原因等を探求

するための諸検査や単純撮影程度の画

像診断もしておらず、症状の程度に応

じてその軽減等を図るための薬剤の処

方等をすることもなく、はり・きゅう

の施術に係る同意書を交付しているも

のといわざるを得ず、このことは、同

年○月の受診についても同様である。

本来「同意書は、医師の医学的所見、

症状経緯等から判断して発行されるも

の」であるから、その同意は医師の適

切な診断を受けた上でされるべきもの

であるが、同意書１及び２は、いずれ

もそのような実質を欠くものと考えざ
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るを得ず、これをもって療養費の支給

義務が生ずるものとはいえないという

べきである。

(3)　以上によれば、本件請求期間にお

けるはり・きゅうの施術について、請

求人に対し療養費を支給しないとした

原処分が、違法不当であるとはいえな

いから、これを取り消すことはできな

い。

以上の理由によって、主文のとおり裁決

する。
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